
令和８年度 給付額
（年額）

世帯要件ア 世帯要件イ 世帯要件ウ 世帯要件エ 世帯要件オ

 全日制・定時制 32,300円 143,700円 47,900円 35,930円 ー

通信制 32,300円 50,500円 16,830円 12,630円 ー

専攻科 ー 50,500円
16,830円

(②の場合10,100円)
ー

12,630円
(②の場合10,100円)

国籍・在留資格等の要件 必要書類

❶

高等学校等に在学する以下の国籍・在留資格等を有する生徒等の世帯
①日本国籍を有する者
②特別永住者
③永住者
④日本人の配偶者等
⑤永住者の配偶者等
⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
⑦家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者（専攻科は高等学校も）で
あって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

以下のいずれかの書類

・住民票の写し（原本。
外国籍の場合は在留資格・
在留期間等が記載されたも
の）
・在留カードの写し
・特別永住者証明書の写し
(家族滞在の者は日本の小中学
校の卒業証書の写し又は卒業
証明書も提出。専攻科は高等
学校も)❷ 高等学校等に在学する①以外の生徒等の世帯

令和８年度の給付額

生徒等の国籍・在留資格等に関する要件

保護者等の所得に関する要件

世帯所得要件 必要書類

❶

上記①の生徒等の世帯で以下のいずれかに該当する世帯
ア生活保護世帯
イ住民税非課税世帯
ウ所得割額の合算額が100円～105,500円の世帯（年収270～380万円世帯）

エ所得割額の合算額が105,500円～182,500円の世帯（年収380～490万円世帯）

オ所得割額の合算額が105,500円～264,500円の世帯かつ多子世帯（年収380～

　 600万円世帯）※専攻科のみ

以下のいずれかの書類

・生徒等の生業扶助（高等
　学校就学費）受給証明書

・保護者等全員の課税証明
　書又は非課税証明書　等

❷

上記②の生徒等の世帯で以下のいずれかに該当する世帯
ア生活保護世帯
イ住民税非課税世帯
ウ所得割額の合算額が100円～105,500円の世帯（年収270～380万円世帯）

　 ※専攻科のみ
オ所得割額の合算額が105,500円～264,500円の世帯かつ多子世帯（年収380～

　 600万円世帯）※専攻科のみ

保護者等全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額（※）により判定します。
※生活保護世帯は生徒等の生業扶助（高等学校等就学費）の措置状況により判定

ご自身の所得割額などは
マイナポータルで「わたしの情報」
から確認できます。

高校生等奨学給付金制度 ～奨学のための給付金～
静岡県外の国公立高等学校等に在学している生徒の保護者の皆様へ

授業料以外の教育費（教材費や修学旅行費等）を支援する返還不要の給付金です。

対象世帯

• 生活保護世帯 • 住民税所得割が非課税の世帯

対象世帯
• 年収270万円以上380万円未満の世帯

• 年収380万円以上490万円未満の世帯

拡充

拡充

※ 生徒の国籍・在留資格等で対象となる世帯の範囲が異なります(詳細は下記参照）。



対象世帯　令和８年８月２１日（金）

対象世帯

静岡県教育委員会　高校教育課　奨学給付金担当　　　　　　　　

〒420-8601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡市葵区追手町９番６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TEL：054-221-2141　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Mail：kyoui_koko@pref.shizuoka.lg.jp

問合せ・
提出先

提出書類・提出期限

※保護者等が課税期日（令和８年１月１日）に海外にいる(いた)ことにより税の申告を行っておらず、課税

証明書を提出できない場合は、給付の対象外となります。

※在学状況や家族構成等は、令和８年７月１日現在の状況で判断します。

• 保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職

などの家計急変事由が発生したことで、従前得ていた収入を得ることができない場合に支援を受けることができます。

• 生活保護（生業扶助）受給世帯は、補助対象となりません。

• 在学状況や家族構成等は申請のあった月の翌月１日現在の状況で判断します。

• 世帯構成や申請日等によって、収入基準や給付額が異なります。

家計急変支援について

 年額を給付
７月１日

までに申請
主な
要件

対象となる家計急変事由に該当

世帯年収が所得要件相当まで減少
※生徒等の国籍・在留資格によって基準が異なります。

＋
給付額

 年額を月割りにした額を給付
７月２日

以降に申請

　○家計急変事由確認書類（保護者等の一方が無職・無収入でない場合は２人分）

• 家計急変発生事由を証明する書類

　　離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書等

• 家計急変前後の収入を証明する書類

　　急変前：課税証明書等（課税証明書・納税通知書等）

　　急変後：直近3か月分の給与明細、会社作成の給与証明書等

生活保護
(生業扶助)
受給世帯

非課税世帯、
年収270～
490万円相
当の世帯

専攻科
年収270～
380万円相
当の世帯

専攻科
多子世帯

高校生等奨学給付金受給申請書
（様式１） ○ ○ ○ ○

在学証明書
※Ｒ8.7.1以降に発行されたもの ○ ○ ○ ○

住民票
※Ｒ8.7.1以降に発行されたもの

静岡県内に居住している保護者等のもの
（マイナンバーの記載のないもの）

○ ○ ○ ○

生業扶助(高等学校等就学費)
受給証明書（様式２）

※扶助費目の記載がある生活保護証明書でも可
○ － － －

保護者等全員の
課税証明書又は住民税決定通知書等
※令和８年度(令和７年分)のもの

－ ○ ○ ○

高校生等の国籍・在留資格等が確認できる書類 ○ ○ ○ ○

扶養誓約書（様式1-2）
※親権者が存在せず、主たる生計維持者が申請す

る場合等
－ △ △ △

扶養親族申告書（様式1-4） － － － ○

書 類

区 分


